
生駒市教育委員会規則第２号 

生駒市体育施設条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則をこ

こに公布する。 

平成２７年１月２６日 

             生駒市教育委員会委員長  山 本 吉 延 

 

生駒市体育施設条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則 

生駒市体育施設条例の一部を改正する条例（平成２６年３月生駒市条例第１４

号）附則第１項第３号に掲げる規定の施行期日は、次の各号に掲げる規定の区分

に従い、当該各号に定める日とする。 

(1) 生駒市体育施設条例の一部を改正する条例附則第１項第３号に掲げる規

定（同条例第２条中生駒市体育施設条例（平成元年１２月生駒市条例第３１

号）別表第１の(1)の表及び別表第３の１の表の改正規定に限る｡) 平成２

７年２月２２日 

(2) 生駒市体育施設条例の一部を改正する条例附則第１項第３号に掲げる規

定（同条例第２条中生駒市体育施設条例別表第１の(1)の表及び別表第３の

１の表の改正規定を除く｡) 平成２７年３月２２日 


